
 

一 

 
 

 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

現 
 

 

行 

第
二
条 

「
国
民
の
祝
日
」
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

（
略
） 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
の
日 

 
十
月
の
第
二
月
曜
日 

 

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
他

者
を
尊
重
す
る
精
神
を
培

う
と
と
も
に
、
健
康
で
活

力
あ
る
社
会
の
実
現
を
願

う
。 

 
 

（
略
） 

第
二
条 

「
国
民
の
祝
日
」
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

（
略
） 

 
 

体

育

の

日 
 

十
月
の
第
二
月
曜
日 

 

ス
ポ
ー
ツ
に
し
た
し
み
、

健
康
な
心
身
を
つ
ち
か

う
。 

   
 

（
略
） 

 
 

 
 



  

二 

○ 

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
ス
ポ
ー
ツ
の
日
の
行
事
） 

第
二
十
三
条 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
日
に

お
い
て
、
国
民
の
間
に
広
く
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
、

か
つ
、
積
極
的
に
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
意
欲
を
高
揚
す
る
よ
う
な
行
事
を
実
施

す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
広
く
国
民
が
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
生
活
の
実
情
に
即
し
て
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
行
事
が

実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
じ
、
及
び
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
体
育
の
日
の
行
事
） 

第
二
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
体
育
の
日
に
お
い

て
、
国
民
の
間
に
広
く
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
、
か
つ
、

積
極
的
に
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
意
欲
を
高
揚
す
る
よ
う
な
行
事
を
実
施
す
る
よ

う
努
め
る
と
と
も
に
、
広
く
国
民
が
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
生
活

の
実
情
に
即
し
て
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
行
事
が
実
施
さ

れ
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
じ
、
及
び
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

 
 



 

三 

○ 

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）（
附
則
第
三
項
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

第
五
章 
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
特
例 

第
二
十
九
条 

平
成
三
十
二
年
の
国
民
の
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
の
祝
日

を
い
う
。
）
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
海
の

日
の
項
中
「
七
月
の
第
三
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
三
日
」
と
、

同
条
山
の
日
の
項
中
「
八
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
十
日
」
と
、
同

条
ス
ポ
ー
ツ
の
日
の
項
中
「
十
月
の
第
二
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二

十
四
日
」
と
す
る
。 

 
 

 

第
五
章 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
特
例 

第
二
十
九
条 

平
成
三
十
二
年
の
国
民
の
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
の
祝
日

を
い
う
。
）
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
海
の

日
の
項
中
「
七
月
の
第
三
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
三
日
」
と
、

同
条
山
の
日
の
項
中
「
八
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
十
日
」
と
、
同

条
体
育
の
日
の
項
中
「
十
月
の
第
二
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
四

日
」
と
す
る
。 

 
 

 

  


